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日本鍼灸とは何か？ 
―「世界の中の日本鍼灸」を考えるために― 

筑波技術大学保健科学部 
形井秀一 

 
【はじめに】 

「日本鍼灸とは何か？」という問いは、すで

に言い古された感がある。しかし、その問いへ

の回答はまだ明確に示されてはいない。その回

答に迫る方法は、歴史、文化、社会、制度、治

療法、治療用具、有効性、等々、様々なアプロ

ーチが可能であるが、残念ながら、そのどれも

が多くの問題を抱えており、明確な回答が出て

いないのが現状である１）。 
本小論では、世界における鍼灸の現状に触れ、

その後、現在の日本鍼灸を構成する分野として

どのようなものが存在するかを考えてみたい。  
【鍼灸制度の存在と各国の医療制度】(表 1) 

鍼灸がある国で行われていることと、それが

どのようにその国で制度化されているかは、関

連はあるが、別々の問題である。 
 
表

 
東洋医学の医師(東医師、ここでは、東洋医学

を行うことが認められている者を言う )が何を

業務内容としているか、またそれが、制度とし

てどのように保証させているかが明確になって

いる必要がある。また、日本のように、医師と

は別の免許を有する鍼灸師を位置づけている国

もあるので、東医師以外に鍼灸師(また、按摩師

＝マッサージ師も存在する)という名称もあり、

その区別もはっきりさせるべきであろう。  
西医師と東医師がそれぞれの医の特徴の違い

で、医療制度上同等に位置づけられているのは、

中国と韓国で、世界的には希な例である。また、

1991 年にカリフォルニア州(USA)において、漢

方と鍼の両方ができる ”Acupuncturist”の免許

が制度化されている。カリフォルニア州のよう

に、漢方と鍼灸の両方が行える免許は望ましい

が、今後、余り世界的には増えないのではない

かと予測される。 
また、西医師の免許があれば、鍼灸を行える

という国が、欧米のほとんどの国であるが、日

本の医師免許もこれに属するので、日本も一応

挙げておく。また、2010 年頃に法制度化され、

それまで鍼灸師の存在も容認されていたのであ

るが、医師でなければ鍼灸も行えない制度にな

った例としてブラジルを挙げておく。ブラジル

のように、制度化されていく中で、それまで容

認されていた鍼灸を行う者の存在を認めないで、

医師免許の中に組み込んでいく国が今後増える

ことが予測される。 
また、西洋医以外に鍼灸の免許が存在する国

は、もちろん日本がそうであるが、他には、USA
の多くの州や欧米の国々がある。ドイツはハイ

ルプラクティカという制度２）がある。自然療法

師と訳されているが、植物療法、アロマテラピ

ー、ホメオパシー、心理療法などを行う。もち

ろん痛みの緩和のための鍼も認められている。

その他、ヨーロッパには、鍼灸が制度上認めら

れている国が 12 カ国あり(表 2)、医療関係機関

が認めれば良い制度がある国が 3 カ国ある３）。

この形の鍼灸師制度は今後増えていくことを期

待したいがどのような状況になるかは、現在の

ところ検討がつかない。 
 

表
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最後に、制度が明確ではなく、規制もないが、

鍼灸師の様な制度もない国がある。届け出制を

採用していれば良いが、全く位置づけを明確に

していないこのような国の方が世界では多い。

このような国々が今後、湯液、漢方等の制度を

どのようにするのかが注目される。 
【世界で鍼灸はどれくらい行われているか】

次に、今世界でどれくらい鍼灸が行われている

かを見てみたいが、WHO の統計がないので、

WFAS４）(The World Federation of Acupuncture 
-Moxibustion Societies、世界鍼灸学会連合会)
の加盟数を示す。WFAS は世界をアジア、オセ

アニア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、

南アメリカの 6 ブロックに分けているが、2010
年の時点で、加盟国は 40 か国、団体は 115 団

体である。各団体の登録会員数を合計すると

7.4 万人くらいになる。 
WFAS の加盟団体数は、1999 年では 39 カ国

73 団体、2010 年には 39 カ国 103 団体であっ

たので、毎年団体数は増加傾向にある。しかし、

国の数は増えていない(表 3)。 
 

 
 

【現代日本鍼灸臨床の諸流】

現代の日本鍼灸の分類方法は一通りではない

であろうが、１．現代医学的な考え方の鍼灸、

２．古典的な考え方の鍼灸、３．現代中医学の

影響を受けている鍼灸、４．１～３の間の折衷

的な立場の鍼灸、そして５．その他の鍼灸と、

分類できると考える。 
現代日本の鍼灸が、このように分類される歴

史的背景とそれらの現状について述べる。  
．現代医学的な考え方の鍼灸(表 4) 
明治新政府は、国の方針として西洋近代を目

指した。そのため、江戸時代が終わるまでは、

1,000 年以上の間、国民の健康に寄与した東洋

医学(漢方や鍼灸、あん摩)を国の医学ではない

位置に置くこととし、1874 年に「医制」(全 76
条)を定め、医師、薬剤師、あるいは看護師など

の新たな許可制度を定めた。その際の対象府県

は、東京府、京都府、大阪府の 3 府であった。 
 

 
この「医制」第 53 条には、「針治灸治を業と

するものは、内外科醫の差図を受るに非れば施

術すべからず。若し私かに其術を行い或は方薬

を与えるものは其業を禁じ科の軽重に応じて処

分するべし。」と記載され、鍼灸は西洋医の監督

の下で行われるものとされた。以来、現在に至

るまで、医師と鍼灸師の位置関係は、この 53
条を基本としていると言えよう。その後の身分

法や保険制度などは、この考え方が本となって

いる。つまり、西洋医学が国の医学となり、鍼

灸は、国の医学ではないが医師の「指図の下」

で行うことで存続を認めるということであった。

それに対し、漢方はこの時点では具体的には制

度上の位置づけは定かでなく、民間療法となっ

てしまったと言えよう。 
次いで、1911 年に「鍼術灸術取締規則」が定

められ、全国規模の制度ができ、営業鑑札制（警

察への届け出）になり、警察からの鑑札をもら

って開業、治療出来るようになった。具体的に

は、4 年以上の実務経験があって試験に合格す

るか、指定学校の教育を 4 年以上受けたかのい

ずれかであればよかった。指定学校教育制や試

験制度ができたので、この時点で初めてカリキ

ュラムや教科書の必要性が生じ、教科書が作ら

表4　日本鍼灸の近・現代史
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れる様になったが、その科目は試験科目に準ず

ることで内容が理解される。試験科目は、解剖

学、生理学、消毒法、経穴・禁穴、鍼治・灸治

の実習であった。これに、「鍼灸学」を加えたも

のが、当時の教科書であったが、「鍼灸学」は、

明治時代の西洋医学的な鍼灸研究成果（例えば、

後藤道雄、藤井秀二、駒井一雄などの鍼灸の研

究成果）であった。 
その後、柳谷素霊や坂本貢などが古典の説明

も加えた「教科書」を作成する様になるが、そ

れは、1940 年代ことであった。 
さて、さらに、鍼灸の西洋医学化の例と言え

る俗に「改正孔穴」があった。この報告は、文

部科学省が経穴調査委員会に経穴の西洋医学的

な解釈、位置づけについて検討させ、答申させ

たものである。 
その答申内容は、ツボは通常使用されている

3 分の 1 の 120 穴で十分で、経穴という表現は

止めて、『医心方』に則って「孔穴」とし、現代

解剖学的な表現をする、という骨子であった。  
このように、現代医学的な立場の鍼灸は、欧

米化という政府の大方針に沿って、鍼灸を捉え

直し、現代医学的に鍼灸を再検討しようとして

きた。その結果、鍼灸の現代医学的な研究を多

数生み出し、現代の鍼灸教育の基礎を作り上げ、

それを現行鍼灸制度に盛り込む形で日本独自の

鍼灸を発展させた。 
現在の日本の教科書・教育を見てみると、解

剖・生理、病理、衛生学等、現代医学の鍼灸教

育の科目のカリキュラムを合計すると、大体

50％を超えており、しっかりと明治時代の方針

が現代の教育にも生きていることになる。  
また、この科学的思考方法は、ＥＢＭの考え

方にも不可欠であり、現在、鍼灸を導入してい

る、あるいは導入しようとしている欧米諸国は、

EBM がしっかりしていない医学は導入しない

という姿勢を持っているので、科学的鍼灸の分

野を柱の一つに持った鍼灸が、今後、これまで

以上に世界に広がっていくことになるであろう。 
．古典的な考え方の鍼灸、 
上に述べたように、明治政府は西洋化を推し

進めてきたが、政府の方針に従って、鍼灸の教

科書は、西洋医学の解剖・生理・病理、あるい

は消毒法を基本とし、それに、経穴を加え、鍼

灸の実習が入って成り立っていた。現在の鍼灸

教育には入っている経絡や東洋医学概論、東洋

医学臨床論などは含まれていなかった(表 5)。 

 

このように、西洋医学的な内容が多く含まれ

た試験が実施され、鍼灸教育も西洋医学を基礎

医学とし、西洋医学的な裏付けのある鍼にしよ

うとする流れが大きくあったが、そのような流

れに対して、古典的な発想を復活させるべきで

あるという流れが 1930年代の後半に出てきた。

これが経絡（的）治療である。 
経絡治療に関係する会は、40 年には「古典鍼

灸研究会」「経絡治療学会」が設立され、43 年

には馬場白光先生の「日本経穴研究会」が設立

され、ほぼ 70 年前に、現在古典的な立場と考

えられている鍼灸分野が成立した(表６)。 
つまり、近現代の中で、現代的、科学的な鍼

灸を目指した期間の方が古典的な鍼灸を目指し

た期間より倍くらい長かった。古典的立場の鍼

灸の基礎理論は、『素問』『霊枢』『難経』『十四

経発揮』『鍼灸重宝記』等の古典の考え方であっ 
た。ただその当時は大正デモクラシーの時代で  
あるし、その後の昭和初期を含む時代であった。

大正デモクラシーと古典的な鍼灸が共存した時

代であったが、国粋主義的な発想も日本の中で

あるし、その後の昭和初期を含む時代であった。

大正デモクラシーと古典的な鍼灸が共存した時

代であったが、国粋主義的な発想も日本の中で

は濃くなり、第二次世界大戦へ突入していく時

代であった。そのような流れの中で、古典的鍼
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つまり、近現代の中で、現代的、科学的な鍼

灸を目指した期間の方が古典的な鍼灸を目指し

た期間より倍くらい長かった。古典的立場の鍼

灸の基礎理論は、『素問』『霊枢』『難経』『十四

経発揮』『鍼灸重宝記』等の古典の考え方であっ 
た。ただその当時は大正デモクラシーの時代で  
あるし、その後の昭和初期を含む時代であった。

大正デモクラシーと古典的な鍼灸が共存した時

代であったが、国粋主義的な発想も日本の中で

あるし、その後の昭和初期を含む時代であった。

大正デモクラシーと古典的な鍼灸が共存した時

代であったが、国粋主義的な発想も日本の中で

は濃くなり、第二次世界大戦へ突入していく時

代であった。そのような流れの中で、古典的鍼
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灸が生まれたことも、知っておかなければいけ

ない。このように、西洋医学的・科学的な立場

の鍼灸と古典的な立場の鍼灸が、戦後の日本鍼

灸の発展を支え、現在に至ったということがで

きる。

中医学的鍼灸(表 7)
中医学的鍼灸は、1972 年日中国交回復以降、

中国から日本に直接入って来るようになった鍼

灸を意味する。49 年に中華人民共和国が成立し

て、毛沢東が「毛沢東宣言」を出したが、その

宣言を踏まえ、中国伝統の医学を検討し直し、

西洋医学と東洋医学を同等の地位にして、中西

医合作の医学を国民に提供するという流れがで

きた。中医学は、2000 年来の中国の医学をベー

スにしているが、現代的にまとめ直した「現代」

中医学であると認識するべきである。北京、上

海、西安、広州、などの大学で、宣言以降（56
年ごろ）、現代に繋がる中医科学的な研究が始ま

った。大学の設立時期から見ても日本はだいぶ

遅れている（明治鍼灸短大設立が 1978 年、表 8）。 
ただ、日本の大学設置が遅れたと言ったが、

実は、上海の承淡安が 34～35 年に呉竹鍼灸専

門学校に来て、当時の日本ではすでに現代的な

研究が行われていることを中国に持って帰り、

日本の影響を受けた鍼灸の方向性が生まれてい

たという考え方も出来る。ただ、承淡安の友人

の羅兆琚が穴性を提案し、湯液理論を踏まえた

鍼灸理論を作り上げていますから、日本の鍼灸

とちょっと違う内容も含んだ概念となっている

ことも知っておく必要があるものと思います。  

 
折衷的鍼灸

それから折衷的鍼灸というジャンルも考えら

れる(表 9)。 

 
現代の日本で行われている鍼灸の治療法５）は、

西洋医学的な治療が 19.3％、古典的な治療が

17.3％、中医学的な治療が 3.1％であるが、一

方で、西洋医学と東洋医学の折衷が 43.3％、経

絡治療と中医学の折衷が 7％と、50％以上が実

は 2 つ以上の考え方や方法を取り入れて折衷的  
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な治療をしている。これが日本鍼灸の現状で、

これまで西洋医学的な治療、古典的な治療、中

医学的な治療と分類して述べて来たが、そのよ  
うに分けられる人の方が少ないという現実を踏

まえて、分類を再考する必要がある。 
だが実は、この折衷の流れは昔から日本に存

在した。例えば、江戸時代には、前期は後世派、

中期以降は古方派が主流であったが、江戸末期

にはその両者の折衷派が生まれた。また、漢方

と蘭方（オランダ医学）の折衷で、漢蘭折衷派

が誕生した。このように、二つの流派の考え方

を踏まえた理論が構築され、或いは折衷的治療

体系が作られることは過去にも見られた。  
また、現代日本の鍼灸の教育の必修 86 単位

の内訳は、一般教育 15％、西洋医学の専門的な

部分が 50％、古典的鍼灸の部分が 35％くらい

で、東西医学が折衷的に教育されていることが

分かる。つまり、折衷鍼灸師を、現代の鍼灸教

育では育てていることになる。 
鍼灸の総合化と専門化(表 10) 
その他、総合的な考え方や専門的な考え方の

鍼灸が存在する。「ホリスティックな考え方」は、

全体的な考え方、あるいは養生に繋がるような

発想は、あらゆる分野の鍼灸に必要であるとい

う考え方は日本鍼灸の中で容認されるであろう。 
また、鍼灸の専門化の一つとして、美容鍼灸

が盛んであるが、エステ（審美）鍼灸という名

前で、エステが興隆してきた 30 年前頃に一度

ブームがあった。スポーツ鍼灸、レディース鍼

灸、小児鍼などの専門分野での鍼灸も以前から

部門として鍼灸には存在していた。また、鍼灸

分野には、部門や症候別の分野も存在しており

現代医学の科と同じように、分科していた６）。 
このように、現代の鍼灸分野が分科していく

ことは自体は鍼灸の歴史上目新しいことではな

いが、現代は西洋医学という専門分化したお手

本があるので、鍼灸も今後益々専門分化してい

く可能性があるし、専門分化して鍼灸治療の質

を上げ、効果を高める努力も必要であろう。 
【終わりに】

以上の様に、日本鍼灸とは何かを述べて来た

が、「日本鍼灸」が明らかにならないと、実は、

現在の国際情勢の中では、日本の鍼灸の立ち位

置は難しい。また、同時に、国と国の力の差を

国際会議の場で思い知らされる。 
このことを鍼灸大学設立年からみると、中国

が 1956 年、韓国が 1965 年に高等教育機関を作

っている。中国は高卒 5 年課程、韓国は高卒 6
年課程で高等教育を行っているが、日本は 1978
年になってやっと短大が出来た。大学が出来た

か否かですべてを計れる訳ではないが、その分

野に対する国の力の入れ具合や研究のあり方な

どは、やはり、大学教育や国の研究期間の存在

が最も反映しているから、その意味では、日本

の鍼灸がおかれている状況は楽観的な状況では

ないことは言えるであろう。 
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